
日本社会福祉学会 第 70 回秋季大会 

 

 

【ポスター発表】 

保育所における自然災害時の事業継続計画の予備的検討 

－水害時における事業継続計画の円滑な運用と関連する要因について－ 

 ○ 川崎医療福祉大学  森本 寛訓（005813） 

橋本勇人(川崎医療福祉大学・003560),岡正寛子(川崎医療福祉大学・005744),松本優作(川崎医療福祉大学・009037) 

キーワード：保育所，自然災害，事業継続計画 

Ⅰ．研究目的 

国土の地体構造や昨今の気候変動により，わが国は地震や洪水といった自然災害が発生

しやすい状況にある。発災すれば人命に危機が及ぶだけでなく，社会における様々な事業

所の機能が停滞することも余儀なくされる。それは保育所でも例外ではない。しかし保育

は子どもの最善の利益を保持するために継続して行われる必要がある。自然災害が起こっ

た非日常時にも保育所へのニーズが絶えることはない。現在，保育所では自然災害時の保

育事業の継続手段について検討することが求められている（中野，鳥庭，武藤，宇野，金

井，2014）。東日本大震災以降，政府はあらゆる企業，組織に対し，各々が担う事業を自然
災害後も継続できる経営管理として事業継続マネジメントの準備を推奨している。事業継

続マネジメントは保育を含む社会福祉分野でも求められており，事業継続計画（Business 
Continuity Plan：BCP）を作成して実施，評価，改善する PDCA サイクルを想定したガイド

ラインが策定されている（全国社会福祉法人青年経営者会，2013）。BCP では自然災害によ
る不測の事態が発生しても重要な事業を中断させない，または中断しても可能な短い期間

で復旧させるための方針と手段が示される。  
 現在，筆者らは厚生労働省が作成した BCP のひな形をもとに，保育所の BCP を円滑に
運用する要因について研究を実施している。この研究では特に平成 30 年 7 月豪雨と関連
する資料を基礎に，水害に焦点を当てて調査を行っている。今回の発表ではこれまでの調

査で得られた資料から上記要因について検討を行う。  
Ⅱ．研究の視点および方法 

1．調査対象 平成 30 年 7 月豪雨の被災地となった X 市内にある保育所 A，B，C の 3 園
（いずれも認可を受けた私立園である。また A 園と C 園は幼保連携型認定こども園であ

る。）の園長を調査対象とした。  
2．調査日時と手続き 令和 4 年 4 月から 6 月までに，各 3 園に筆者らが赴き，園長と 1 時
間程度の半構造化面接を行った。面接は各園とも 2 回ずつ実施している。  
3．調査内容 厚生労働省（2021）が作成した「自然災害 BCP ひな形」をもとに BCP の事
項を聞き取ることに加え，BCP の運用と関係する情報についても聴取した。  
Ⅲ．倫理的配慮 

本研究は川崎医療福祉大学倫理委員会の承認（受付番号 21-090）と日本社会福祉学会研
究倫理規程を遵守して行われた。  
Ⅳ．研究結果 

 今回の発表では各園の「平成 30 年 7 月豪雨での状況」「被災後の対応」「BCP 策定の状
況」について報告する。表 1 に各々の概要をまとめた。平成 30 年 7 月豪雨での状況とし
て，A 園，B 園は施設の 1 階部分が水没し，保育事業を一時停止している。一方 C 園では
被害はなかったが，被災地域で臨時に行われていた保育ボランティアを支援する人材を定
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期的に派遣していた。被災後の対策としては，各 3 園は X 市が策定したルールである「午

前 6 時の時点で警戒レベル 3（避難準備・高齢者等は避難）以上にある場合には休園する」
または「登園後に警報レベル 3 に至った場合は X 市の担当課に連絡のうえ降園を基本とす

る。」に則り，園児だけでなく園の職員も早い段階で避難するように努めている。また平成

29 年 6 月の水防法および土砂災害防止法の改正に基づく避難確保計画の作成においては，
X 市のホームページからフォーマットを入手して対応している。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅴ．考察 

 現時点で 3 園とも BCP は策定されていない。ただし BCP は避難確保計画と連動すると
される（鍵屋・岡野谷・岡橋・高橋，2020）。今後は避難確保計画を足がかりにして，各園
で BCP を検討する予定である。また，X 市では警報レベル 3 時点の休園（または降園）で
統一されており，市内の保育所はその時点で事業を中断する。そもそも警報レベル 3 の状
況で保育事業の継続は困難である。したがって休園は災害過程を想定する BCP の円滑な運
用を検討するために不可欠なポイントであるといえる。例えば，園児の受け入れ（お迎え）

と職員配置の方針を避難確保計画と休園を踏まえて検討することは，効果的な BCP の策定
につながると考える。  
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園名 平成30年7月豪雨での状況 被災後の対策 BCPの策定状況

A

・被災して施設はほぼ全壊となった。
・被災後は一時休園し，その後，被災地域ではな
い場所での代替施設を経て，7月下旬から被災を
免れた施設（2階部分）を使用して保育事業（3歳
児以上）を再開させた。その後平成31年2月に現
地での完全復旧となった。

・未策定である。

B

・被災して施設はほぼ全壊となった。
・被災後は一時休園し，被災地域ではない場所で
の代替施設を経て，平成31年2月から現地での完
全復旧となった。

・未策定である。

C ・被災していないが，被災した地域の保育事業を
支援する人材（ボランティア）を派遣した。

・未策定である。ただし全国
社会福祉法人経営青年会が主
催したBCPの研修会に参加し
たことがある。

・基本的な方針としてX市では午前6時
の時点で警戒レベル3（避難準備・高
齢者等は避難）以上にある場合には
休園措置を取るように指導してい
る。よって，A，B，C園ともにこの方針
のもと保育事業を運営している。

・X市では避難確保計画の作成と避難
訓練の実施を推奨し，特に避難確保
計画については県が作成した作成
フォーマットにX市の情報を追加し
て市のホームページから公開してい
る。A，B，Cの各園では避難確保計画
が作成されていた。

表1　面接調査結果の概要
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